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1.利用同意書

1-1.利⽤同意書について
1-2.利⽤同意書の内容について
1-3.利⽤同意書の作成⽅法
• 参考サイト
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1-1.利用同意書について

税理⼠は電⼦申告を開始する前に、「電⼦申告に係
る利⽤同意書」等を⽤い、納税者から電⼦申告利⽤
に係る委任を受けたうえで電⼦申告を開始することが推
奨されています。

これまで通り紙⾯で「税務代理権限証書」の取り交わし
は必要です。
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1-2.利用同意書の内容について

1. 申告を電⼦申告で⾏うこと
2. 電⼦申告の開始届出書を提出すること
3. 納税者の利⽤者識別番号、暗証番号を税理⼠が利⽤すること
4. 暗証番号の管理のため、独⾃の暗証番号に更新を⾏うこと
5. 申告に必要な書類を電⼦申告⽤のデータに変換すること
6. 代表者の電⼦署名を省略し、税理⼠の署名を添付して代理で送信すること
7. どの税⽬に対して利⽤するか
8. 納税者のメッセージボックスに格納される『申告のお知らせ』を税理⼠が閲覧すること

※個⼈納税者の場合は、納税者と税理⼠間で委任関係登録を結び、個⼈納税者のメッセージボックスに格
納される『申告のお知らせ』を税理⼠のメッセージボックスに転送させること..など

顧問先と取り交わす利⽤同意書の内容は多岐にわたります。

これらは⼀例ですが、個⼈情報の取り扱いについて事前に顧問先に説明を⾏い、利⽤に
関しての同意を得ておくことで万⼀のトラブルも未然に防⽌できるものと思われます。
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1-3.利用同意書の作成方法

• 同意書は、 「申請・届出書の達⼈」で作成できます。
• その他、⽇税連ホームページ「電⼦認証・電⼦申告」にもひな型が⽤意されていま

すのでご確認下さい。
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【参考サイト】

 ⽇税連ホームページ
『電⼦認証・電⼦申告』 https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth/

電⼦申告に係る利⽤者識別番号等の利⽤同意書.pdf
※利⽤同意書のひな形が確認できます。

『税理⼠のための電⼦申告Q&A』 https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth/faq/

※コンピュータの準備のほか、税理⼠交代時の注意点、暗証番号の再発⾏⽅法など税理⼠にとって必要な情報が確認できます。

 ⽇税連会員専⽤ページ 『税理⼠の専⾨家責任を実現するための100の提案 改訂版』
2. 事務所管理 ・・・ 「28. 電⼦申告における利⽤者識別番号等の管理は厳重に」
http://www.nichizeiren.or.jp/suggestion/14-35/28.html

※ 利⽤同意書受領から利⽤者識別番号の保管⽅法についてのポイント、注意点が確認できます。
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Memo
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2.コンピュータ等の準備

2-1.電⼦証明書の取得
税理⼠⇒必須
顧問先⇒代理申告なら不要

2-2.ICカードリーダライタ（以下、ICカードR/W）の準備

2-3.コンピュータの準備
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2-1.電子証明書の取得

申告書に電⼦的な署名をするため、電⼦証明書（税
理⼠⽤電⼦証明書）を取得して下さい。

10

⽇本税理⼠会連合会 電⼦証明書

第五世代電⼦証明書

NICHIZEI TARO

税理⼠⽤電⼦証明書は、取得に時間がかかります。
余裕をもってお⼿続きして下さい。
⼿続きの詳細については⽇税連ホームページでご確認下さい。

マイナンバーカードを含むほかの
電⼦証明書も利⽤可能です。



2-2.ＩＣカードリーダライタの準備

税理⼠⽤電⼦証明書の情報をPCに読み取らせるため、
⽇税連で動作確認済みのICカードリーダライタを購⼊し
て下さい。
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※家電量販店でご購⼊下さい。



2-3.コンピュータの準備

• 以下の⼿順でコンピュータの準備をして下さい。
① ⽇税連ホームページより、ICカードR/Wのドライバをインストール

して下さい。

② ICカードR/Wをコンピュータに接続して下さい。

③ ⽇税連ホームページより、電⼦証明書のドライバ（第五世代
電⼦証明書 管理ツール）をインストールして下さい。
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2-3.コンピュータの準備

①

②

①︓「⽇税連電⼦認証」という⽂字
を⼊⼒し、検索結果を確認して下さ
い。

②「電⼦認証・電⼦申告-⽇本税理
⼠連合会」をクリックして下さい。
⇒「電⼦認証・電⼦申告」が開きま
す。

ICカードR/Wドライバのインストール（1/2）
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2-3.コンピュータの準備

③

③︓「対応ICカードリーダライタ」を
クリックして下さい。
⇒「対応ICカードリーダライタ【税理⼠⽤電⼦
証明書（第五世代）】」が表⽰されます。

該当機種名をクリックして、専⽤サ
イトからドライバダウンロードを完了
して下さい。

④︓ICカードR/Wドライバをインス
トール後、パソコンにICカードR/W
を接続して下さい。

④

対応ICカードリーダライタドライバー
のインストール後にカードリーダライ
タをパソコンに接続します。

ICカードR/Wドライバのインストール（2/2）
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2-3.コンピュータの準備

⑤︓「税理⼠⽤電⼦証明書の
発⾏【第五世代】（有効期間︓
2026年3⽉迄）」をクリックして
下さい。
⇒「税理⼠⽤電⼦証明書の発⾏【第五世
代】（有効期間︓2026年3⽉迄）」が表
⽰されます。

⑥︓【第五世代税理⼠⽤電⼦
証明書 管理ツールダウンロード】
をクリックしてインストールを完了し
て下さい。
ダウンロードの詳しい操作については⽇税連
HPに掲載されています。

管理ツールのインストール（1/2）
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スクロールするとボタン
が確認できます。

⑤

⑥



2-3.コンピュータの準備
管理ツールのインストール（2/2）
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デスクトップに「第五世代税理⼠
⽤電⼦証明書管理」アイコンが
作成されます。

「第五世代税理⼠⽤電⼦証明
書管理」を起動して、【ICカード
の動作確認】をお試し下さい。

⇒以上でコンピュータの準備は終了
です。



• 電⼦申告をはじめるには、 「税理⼠」、「顧問先」がそれぞれが、国税/地⽅税
へ開始届出書を提出し、「利⽤者識別番号（国税）」、「利⽤者ID（地⽅
税）」の番号取得が必要です。

• 開始届は、「税理⼠」、「顧問先」を問わず、1個⼈（または1法⼈）に⼀度だ
け⾏います。

• 利⽤者識別番号を取得すると「メッセージボックス」が利⽤できるようになり、申
告履歴や申告のお知らせが閲覧できるようになります。

3.開始届の提出

税
理
⼠

顧
問
先

税理⼠は「利⽤者識別番号」、「利⽤者ID」に
電⼦証明書を登録して利⽤します。

申告税⽬が複数あっても利⽤者識別番号、利⽤者IDは1つでOK︕
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地⽅税︓利⽤者ID

国税︓利⽤者識別番号

メッセージボックス

メッセージボックス

国税︓利⽤者識別番号

地⽅税︓利⽤者ID
・提出先、申告税⽬設定が必要

メッセージボックス

メッセージボックス



3-1．国税の開始届
（利用者識別番号の取得）

3-1-1. 利⽤者識別番号の取得
① e-Taxホームページから送信する⽅法
② 達⼈Cubeで作成・送信する⽅法

3-1-2.電⼦証明書の登録（通常は税理⼠のみ）

3-1-3.その他の注意事項
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3-1-1.利用者識別番号の取得
税理士の利用者識別番号取得方法

• 国税の税理⼠本⼈の開始届提出⽅法は、次のいずれかを選択して下さい。
提出⽅法 詳細

①
e-Taxの
ホームページから送信する
（即時通知）

 e-Taxのホームページから⼿続きを⾏います。
http://www.e-tax.nta.go.jp/index.html

 ⼿続きしたPC画⾯上で、利⽤者識別番号が確認できます。
発⾏画⾯を必ず印刷して下さい。画⾯を閉じてしまうと再確
認できません。

② 税務署へ書⾯提出する
（後⽇郵送）

 所定の様式に記⼊し、税務署へ提出して下さい。利⽤者識
別番号は、後⽇郵送で送られます。

税理⼠

Memo︓
税理⼠（税理⼠法⼈）が「開始届出書」をオンライン等で提出した場合、税務代理による利⽤
が可能となるのは、後⽇、メッセージボックスに「税務代理利⽤可能の通知」が格納された後になり
ますので、開始届出書の提出は余裕を持って⾏って下さい。
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3-1-1.利用者識別番号の取得
顧問先の利用者識別番号取得方法

• 国税の顧問先の開始届提出⽅法は、①〜③いずれかの⽅法となります。ご利
⽤状況に応じて提出⽅法をご選択下さい。

提出⽅法 詳細

①
e-Taxの
ホームページから送信する
（即時通知）

 e-Taxのホームページから⼿続きを⾏います。
http://www.e-tax.nta.go.jp/index.html

 ⼿続きしたPC画⾯上で、利⽤者識別番号が確認できます。発⾏
画⾯を必ず印刷して下さい。画⾯を閉じてしまうと再確認できませ
ん。

②
達⼈Cubeで作成・送信す
る（即時通知）
※顧問先の利⽤者識別番号取得操作のみ
可能

 「申請・届出書の達⼈」・「電⼦申告の達⼈」をご利⽤の⽅は、達
⼈を使って顧問先の利⽤者識別番号取得操作が可能です。

 代理送信した税理⼠のメッセージボックスに、利⽤者識別番号が
送信されます。ダウンロードされたメッセージを確認して下さい。ダウ
ンロードしたメッセージは電⼦申告の達⼈のデータベースに保管され
ます。

③ 税務署へ書⾯提出する
（後⽇郵送）

 所定の様式に記⼊し、税務署へ提出して下さい。利⽤者識別番
号は、納税者に後⽇郵送で送られます。

顧問先
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①e-Taxホームページから送信する方法 (1/6)

• 以下の⼿順で⾏います。

1. 検索サイトでe-Taxホームページを検索

2. 開始届出の新規登録画⾯に必要事項を⼊⼒

3. ⼊⼒内容の確認

使⽤するプログラム

4. 送信

5. 利⽤者識別番号通知︓画⾯印刷を⾏い終了

推奨ブラウザ（※）
 Microsoft Edge

Chromium
 Google Chrome

PDF閲覧ソフト
 Acrobat Reader DC

21

（※）EdgeやChromeを利⽤してe-Taxソフト（WEB版）や受付システムなどをご利⽤になる場合には、ご利⽤のコ
ンピューターにChrome拡張機能「e-Tax AP」が必要です。詳しくはe-Taxホームページをご確認下さい。



① e-Taxホームページから送信する方法 (2/6)

e-Taxホームページを表⽰して下さい。（検索サイトで「e-Tax」で検索する。）
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②「利⽤者識別番号を取得する」
＞【e-Taxの開始（変更等）届
出書作成・提出コーナー】をクリック
して下さい。

①各ソフトコーナーを
クリックして下さい。



①e-Taxホームページから送信する方法 (3/6)
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③スクロール
して下さい。

④法⼈納税者の開始届
を作成する場合はこちらを
クリックして下さい。 ⑤【次へ】をクリック

して下さい。
税理⼠の開始届を作成
する場合はこちらを選択し
て下さい。



①e-Taxホームページから送信する方法 (4/6)
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⑥法⼈名称等の⼊⼒画⾯です。
必要事項を⼊⼒して下さい。

【次へ】をクリックして下さい。 【次へ】をクリックして下さい。

⑦代表者情報の⼊⼒画⾯です。
必要事項を⼊⼒して下さい。

をクリックすると
ヘルプ画⾯が表⽰
されます。



①e-Taxホームページから送信する方法 (5/6)
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必要事項を⼊⼒して【確認】を
クリックして下さい。

⑨記載内容を確認後、【OK】
をクリックして下さい。

⑧暗証番号等の⼊⼒画⾯です。



①e-Taxホームページから送信する方法 (6/6)
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⑧暗証番号等の⼊⼒画⾯です。
をクリックするとヘルプ画⾯が表

⽰されます。

⇒以上で利⽤者識別番号の取得は終了です。

⑩⼊⼒内容画⾯です。
⼊⼒内容に間違いがなければ【送信】
をクリックして下さい。

⑫【送信】をすると、「利⽤者識別番号」が
表⽰されます。必ず、印刷して下さい。



• 以下の⼿順で⾏います。

1. 申請・届出書の達⼈で開始届を作成

2. 電⼦申告の達⼈に開始届データを取込

3. 署名

4. 送信

5. メッセージ確認 利⽤者識別番号の印刷を⾏い終了

使⽤するプログラム

使⽤するプログラム

送信履歴やダウンロードしたメッ
セージは電⼦申告の達⼈デー
タベースに保存されます。

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (1/19)
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1.開始届の作成(1/6)
①達⼈Cubeから、【申請・届出書の達⼈】を起動して【新規作成】をクリックして下さい。

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (2/19)
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1.開始届の作成(2/6)
②「基本情報の登録」⇒「基本情報」タブに必要事項を⼊⼒して下さい。

「申請・届出名称」は必須項⽬
です。任意の名称を⼊⼒して
下さい。
なお、登録した名称は、電⼦申
告取込の際に表⽰される申告
名となります。

顧問先に設定する｢コード」は任意ですが、
各達⼈ソフトで共通の番号にして下さい。

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (3/19)
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【事業者⼀覧】から、
データ管理の達⼈に
登録した顧問先の情
報を取り込みできます。

詳細はP57〜P59を
参照して下さい。

申請届の達⼈でのデータ作成（管理）の考え⽅
申請・届出書の達⼈のデータ作成（管理）には、2つの
考え⽅があります。
■ 顧問先データ1つに対して、申請書、届出書を複数作
成していく。
■ 申請・届出ごとに、顧問先データを作成していく。（申
請・届出名称で区別していく。）



1.開始届の作成(3/6)
③「法⼈情報」タブ、「税理⼠情報」タブに必要事項を⼊⼒し、【確定】して下さい。

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (4/19)
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※ 「電⼦申告情報」タブは、開始届作成の場合は
登録する必要はありませんが、この顧問先データを
次回別の申請書等で利⽤する際には、取得した
利⽤者識別番号、利⽤者IDを登録して下さい。

｢代表者名」、「フリガナ」
姓・名の間にスペースを
⼊れて下さい。

注意 !︕
「更正の請求書の通知書等を電
⼦（e-Tax）で受理」、「国税
還付⾦振込通知書を電⼦（e-
Tax）で受理」欄には、チェックを
しないで下さい。

【税理⼠⼀覧】をクリックすると、達⼈Ｃｕｂｅ
に登録してある税理⼠情報を取得できます。
詳細はP60〜P61を参照して下さい。



1.開始届の作成(4/6)
④【申請・届出書の作成】⇒【その他】⇒【電⼦申告・納税等開始･･･法⼈開始⽤】

⇒【選択】をクリックして下さい。

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (5/19)
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1.開始届の作成(5/6)
⑤必要事項を⼊⼒して下さい。

「基本情報の登録」に⼊⼒した内
容が連動します。

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (6/19)
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「基本情報の登録」に⼊⼒した内
容が連動します。



1.開始届の作成(6/6) 「申告・納税等⼿続」を選択して下さい。

「税務代理による利⽤」︓
チェックはつけません。
（顧問先分の提出の場合）

「納税⽤カナ⽒名・
名称」は、基本情
報から⾃動連動さ
れます。編集の必
要がある場合は、
【F4︓⼊⼒切替】
を押下後、すべて
半⾓24⽂字以内
で⼿⼊⼒して下さ
い。

「通知書上表⽰しない」︓
返送される通知書に暗証
番号を表⽰するか否かの選
択です。

「メールアドレス」︓メッ
セージボックスに情報が
送信されると登録した
メールアドレスにお知らせ
メールが送信されます。

「納税⽤カナ⽒名・名称」
「納税⽤確認番号」は、電
⼦納税を⾏う際に利⽤し
ます。

「納税⽤確認番号」は数
字6桁で設定して下さい。

⇒開始届が作成できましたらデータを保存し、申請・届出書の達⼈を終了して下さい。

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (7/19)
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「暗証番号」は
英数字8桁以上
で登録して下さい。



2. 電⼦申告への取込(1/4)
①【電⼦申告の達⼈】⇒【取込】⇒【達⼈シリーズからの取込】を選択して下さい。

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (8/19)
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「送信済データを表⽰しない」に
チェックを⼊れて下さい。（このチ
ェックでリスト画⾯から送信済デ
ータが⾮表⽰になります。）



2.電⼦申告への取込 (2/4)

②【⼿続き】︓申請・届出、
【区分】︓法⼈と設定し、
【次へ】をクリック

③【税⽬】︓開始届出、
【年度】︓（現在の年）、
【⼿続き名】︓法⼈開始⽤と設定し、
【確定】をクリック

④【次へ】をクリック

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (9/19)
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2.電⼦申告への取込 (3/4)

⑤【参照】をクリック

⑦送信したい顧問先が取
り込みされましたら【次へ】を
クリック

⑥送信したい顧問先にチェック
をつけて、【確定】をクリック

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (10/19)
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2.電⼦申告への取込 (4/4)

開始届の電⼦データが作成されました。

⑧【完了】をクリック

⑨【確定】をクリック

⑩【閉じる】をクリック

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (11/19)
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3. 署名(1/2)

①【署名】をクリックし、
署名する開始届に
チェックをつけ、【署
名追加】をクリック

③PINコードを⼊⼒し、
【OK】をクリック

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (12/19)
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②【⽇税連 税理⼠⽤電⼦証明書】を
選択し、【確定】をクリック



3. 署名(2/2)

④電⼦証明書内容を確認し、【OK】
をクリックして下さい。

⑤署名完了の旨メッセージ表⽰さ
れます。【OK】をクリックして下さい。

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (13/19)
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4.送信 (1/3)
①「国税電⼦申告」→【4.送信】をクリックし、送信するデータにチェックをつけて下さい。

（複数選択可能、【全選択】ボタンあり）
②【送信】をクリックして下さい。
③送信確認画⾯が表⽰されます。【はい】をクリックして下さい。

①

②
③

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (14/19)
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4.送信 (2/3)
④e-Taxへログインが必要です。

税理⼠の利⽤者識別番号を確認し、暗証番号を⼊⼒して下さい。
⑤【確定】をクリックして下さい。

「暗証番号をデータベースに保存する」に
チェックすると次回以降、保存された暗証
番号が⾃動的に⼊⼒されます。

利⽤者識別番号は、【参照】から
変更できます。

④

⑤

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (15/19)
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4.送信 (3/3)

送信状況

完了

利⽤者識別番号 利⽤者名 状況
xxxxxxxxxxxx 税務 太郎 送信完了
申告・申請等データの送信が完了しました。

電⼦申告の達⼈

OK

送信が完了しました。
詳細は「送信結果」ボタンよりご確認ください。

⑥送信状況が表⽰されます。
【完了】をクリックして下さい。

⑦送信完了メッセージが表⽰さ
れます。【OK】をクリックして下さ
い。

「送信済データを表⽰しない」の
チェックがついているので送信した
データは⾮表⽰になります。

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (16/19)
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5.メッセージ確認(1/3)
※メッセージは送信完了と同時に⾃動でダウンロードされます。
送信時、何らかの原因によりダウンロードできなかった場合は【メッセージのダウンロード】ボタンをクリックし、「税理⼠」で
ダウンロードを実⾏して下さい。
①【5.メッセージ確認・納付】をクリックし、受信したメッセージを開いて下さい。

①

メッセージは【詳細】ボタン
のクリック、もしくは直接メ
ール⾏をダブルクリックする
と開きます。

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (17/19)
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5.メッセージ確認(2/3)
② メール詳細が表⽰されます。エラー表⽰のないことを確認して下さい。

イメージ画面

【お知らせ】ボタンをクリックして下さい。
→顧問先の「利⽤者識別番号等
の通知」が開きます。

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (18/19)
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【印刷】をクリックして下さい。



5.メッセージ確認(3/3)
③ 利⽤者識別番号の通知を【印刷】して下さい。

イメージ画面

②達人Ｃｕｂｅで作成・送信する方法 (19/19)

⇒以上で利⽤者識別番号の取得は終了です。

45

【印刷】をクリックして下さい。



Memo
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（参考）データ管理の達人への利用者識別番号の登録

• 「データ管理の達⼈」の「事業者データベース」に取得した利⽤者識別番号（利⽤者ID）を登
録しておけば、各申告書作成ソフトで参照して情報を取り込むことができます。

登録⽅法︓
①【データ管理の達⼈】を起動して下さい。
②【事業者データベース】⇒【DATABASE（既定）】をクリックして下さい。
③⼀覧から該当顧問先を探しダブルクリックして下さい。
④左側【法⼈情報】をクリックし、該当欄をダブルクリックして下さい。
⑤利⽤者識別番号（利⽤者ID)を⼊⼒後、【確定】で閉じて下さい。

③

②

⑤

④

該当顧問先が
ない場合、【新
規作成】から登
録して下さい。
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利⽤者識別番号（利⽤者ID）の取得ができたら・・・

【参照】ボタンで、電⼦
申告の達⼈に登録さ
れている利⽤者識別
番号を取込できます。



• 「法⼈税の達⼈」に取得した利⽤者識別番号（利⽤者ID）を登録して下さい。

①【法⼈税の達⼈】を起動して該当の顧問先データを開いて下さい。
②業務メニューから【基本情報の登録】をクリックして下さい。
③「利⽤者識別番号(e-Tax)」「利⽤者ID(eLTAX）」に取得した番号を⼊⼒して【確定】で閉じ

て下さい。

（参考）法人税の達人への利用者識別番号の登録

②

利⽤者識別番号 （利⽤者ID） の取得ができたら・・・
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③

【参照】ボタンは電⼦
申告の達⼈に登録さ
れている利⽤者識別
番号が取込できます。

データ管理の達⼈に登録してい
る場合は【事業者⼀覧】から利
⽤者識別番号（利⽤者ID）
を取込できます。

登録⽅法︓



 税理⼠本⼈の利⽤者識別番号に対しては、この作業をしなければなりません。申告を受信
するシステムには、送信する側がどんな電⼦証明書を使⽤するのか分かりませんので、利⽤
する前に、⾃分は「この電⼦証明書を添付して送信します」と宣⾔する登録作業です。

 顧問先の利⽤者識別番号に対しては、通常、⾏わなくて結構です。（顧問先電⼦署名を
添付する際は、登録が必要です。）

 国税では開始届を提出した後で登録しますが、地⽅税では開始届を送信するときに「電⼦
証明書の登録」を同時に⾏います。

 電⼦証明書（ICカード）が新しくなった場合もこの作業が必要です。登録できるのは、1つ
の利⽤者識別番号に対して電⼦証明書１枚です。

3-1-2.電子証明書の登録(1/5)
この処理は、税理⼠が開始届を提出した後、税理⼠の利⽤者識別番号
に電⼦証明書を紐づける作業です。
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3-1-2.電子証明書の登録(2/5)
• 【送受信の設定】「利⽤者⼀覧」に税理⼠本⼈の情報が登録されていない場合は次の⼿順

で登録して下さい。※すでに登録されている場合、作業は不要です。

① 【送受信の設定】をクリックし、国税／地⽅税選択で、【国税】を選択して下さい。
② 【利⽤者追加】⇒【新規登録】をクリックして下さい。
③ 必要事項を⼊⼒し、【確定】をクリックして下さい。

⇒利⽤者が追加されます。

① ②

③
データ管理の達⼈に利⽤者識別
番号を登録済みの場合、【事業
者データベースからの取込】を選択
して下さい。利⽤者識別番号等を
⼊⼒せずに利⽤者が追加可能。

50

利⽤者の追加︓



3-1-2.電子証明書の登録(3/5)
• 電⼦証明書は、次の⼿順で登録して下さい。電⼦証明書を差し替える場合は、国税、地

⽅税ともに⾏う必要があります。

① 「電⼦申告の達⼈」を起動して、【送受信の設定】をクリックして下さい。
② 国税/地⽅税選択で「国税」を選択し、「共通設定（e-Tax登録情報）」をクリックして下さい。
③ 電⼦証明書を登録する利⽤者を選択し、【設定】をクリックして下さい。
④ 「電⼦証明書」の【設定】をクリックして下さい。
⑤ 利⽤者識別番号の「暗証番号」を⼊⼒して【確定】をクリックして下さい。
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④

③
①

②

暗証番号を⼊⼒して
下さい。

⑤

電⼦証明書の登録︓例）国税の場合



3-1-2.電子証明書の登録(4/5)
⑥ 吹き出しで指⽰された設定を⾏い、【実⾏】をクリックして下さい。
⑦ 「ICカードを利⽤」、「⽇税連 税理⼠⽤電⼦証明書」を選択し、【確定】をクリックして下さい。
⑧ 電⼦証明書の暗証番号（PINコード）を⼊⼒して、【OK】をクリックして下さい。
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個⼈の税理⼠事務所は「個⼈」、税理⼠法⼈
は「法⼈」にチェックをつけて下さい。

【参照】から税務署を選択
して下さい。

納税地を⼊⼒して
下さい。

⑥ ⑦

⑧



3-1-2.電子証明書の登録(5/5)
⑨ 表⽰された内容を確認し、【OK】をクリックして下さい。
⑩ 即時通知が表⽰されます。エラーがないことを確認して下さい。必要に応じて【印刷】ボタンで

即時通知を印刷して下さい。

⑨

⑩
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⇒エラーがなければ登録完了です。
別途、【5.メッセージ確認・納付】から、
税理⼠のメッセージボックスをダウンロー
ドしてメール詳細を受領して下さい。



Memo
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3-3.その他の注意事項（1/2）
• 利⽤者識別番号は、基本的には1つしか持つことができません。

• 税理⼠（税理⼠法⼈）が取得した⾃分の利⽤者識別番号で、すぐ
に代理送信（顧問先の申告を送信すること）はできません。当該利
⽤者識別番号のメッセージボックスに、「税務代理利⽤可能の通知」が
格納されてからとなりますので、ご注意下さい。

• 電⼦証明書には有効期限があります。有効期限が切れる前に新しい
電⼦証明書を取得し、電⼦証明書の登録を⾏って下さい。
 税理⼠⽤電⼦証明書（第五世代）︓2026年12⽉31⽇
 マイナンバーカード︓発⾏から5回⽬の誕⽣⽇
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3-1-3. その他の注意事項（2/2）
• 暗証番号は3年間有効です。

有効期限が切れた暗証番号でログインした場合、「現在の暗証番号で
さらに３年間延⻑するか」、「新暗証番号に更新するか」を選択すること
ができます。

＜参考＞
・暗証番号は、すべて半⾓で8桁以上50桁以内で⼊⼒して下さい。

・英⼩⽂字、数字をそれぞれ1⽂字以上⼊れて下さい。

・暗証番号に使⽤できる⽂字は、⼤⽂字及び⼩⽂字の半⾓英字、半⾓数字、半⾓記号
!/=+:#,@$-%_.です。

・新暗証番号は、変更前暗証番号と3⽂字以上異なるものを⼊⼒して下さい。
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（参考）データ管理の達人に顧問先の情報を登録する

①【データ管理の達⼈】⇒【センター】⇒【事業者データベース】⇒【DATABASE(既定)】
をクリックして下さい。

②【新規作成】をクリックし、顧問先の情報を登録して下さい。
③【データ管理の達⼈】を終了して下さい。

①

③
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②



①【申請・届出書の達⼈】を起動して下さい。
②【新規作成】⇒【事業者⼀覧】⇒「事業者データベース名（規定）」【確定】をクリック
して下さい。（事業者データベースを複数作成している場合は別途参照してください。）

（参考）データ管理の達人から顧問先の情報を取込する(1/2)

①

⇒「申請・届出書の達⼈」を
ダブルクリックして起動します。

②
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③ 表⽰された「事業者⼀覧」から開始届を新規作成したい顧問先を選択して【確定】
ボタンをクリックして下さい。取り込み確認画⾯で、【確定】をクリックして下さい。

（参考）データ管理の達人から顧問先の情報を取込する(2/2)

③
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⇒データ管理の達⼈から顧問先データが取込されます。



（参考）達人Cubeに税理士情報を登録する（1/2）

達⼈Cubeに税理⼠情報を⼀度登録しておけば、各申告書作成ソフトで参照して情
報を取り込むことができます。

① 【達⼈Cube】⇒【アカウント管理】⇒【契約者情報変更】で表⽰されるウィンドウの
内容を⼊⼒して下さい。

※達人Cubeには、Administrator（管理権限のあるＩＤ）でログインして下さい。

達⼈
ソフト
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（参考）達人Cubeに税理士情報を登録する（2/2）

② 【達⼈Cube】 ⇒ 【アカウント管理】 ⇒ 【利⽤者⼀覧】 ⇒ 【利⽤されているID】
⇒ 【利⽤者情報変更】 ⇒ 【詳細情報】で表⽰されるウィンドウの内容を⼊⼒して
下さい。

個人の先生は「代表税理士」
としてご登録下さい。

達⼈
ソフト
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（参考）電子申告の達人 画面構成（1/3）

接続先選択︓
親機のデータベースに接続する場合は、こちらから接続して下さい。

ツリーメニュー︓
各業務を⾏うため
のメニューが表⽰
されます。
項⽬をクリックする
と、リスト画⾯と下
記に表⽰される
処理ボタンが変更
されます。

リスト画⾯︓
作業中データ、送信済データなどが表⽰されます。

いま、どの作業画⾯を開いているかこちらで確認して下さい。
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処理ボタン︓
ツリーメニューの選択に
合わせた操作ボタンが
表⽰されます。



（参考）電子申告の達人 画面構成（2/3）

• 国税は「⻘」、地⽅税は「ピンク」
で画⾯が構成されています。

• 電⼦申告完了までのステップは、
国税、地⽅税共通です。

⇒【1.取込】・・・プレビューで内容確認
⇒【3.署名】
⇒【4.送信】
⇒【5.メッセージ確認・納付】
⇒申告完了となります。

※【2.検証】（スキーマチェック）について
【2.検証】は電⼦申告データのファイル構造に問題がないかをチェックする機能です。
検証作業は、【4.送信】の操作時直前に⾃動的に実⾏されますので、この作業は省略することができます。
送信件数が多い場合、事前に検証を実施すると送信時間が短縮されます。
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（参考）電子申告の達人 画面構成（3/3）

ゴミ箱︓
電⼦データの削除を実⾏する際に「完全削除」
をすると電⼦申告の達⼈のデータベースから削
除されます。
「完全削除」をしていない場合は、データベースの
ゴミ箱に蓄積されます。

フィルタ︓
設定に該当するデータのみリスト画⾯に表⽰したり、検索バーに⽂字を
登録してリスト画⾯の検索をすることができます。

表⽰切替︓
直近3年分表⽰、
または特定の年分
を指定し、データを
絞り込んでリスト画
⾯に表⽰します。
過年度申告の取り
込み結果がリスト画
⾯に表⽰されない
場合は、こちらを確
認して下さい。

送受信の設定︓
利⽤者の登録や変更
、暗証番号変更、受
信するメッセージの範
囲などを設定することが
できます。

進捗管理︓
電⼦申告の進捗確認
や完了報告書が作成
できます。
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3-2．地方税の開始届
（利用者IDの取得）

3-2-1.利⽤者IDの取得

3-2-2.その他の注意事項
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• 地⽅税の開始届提出⽅法は、税理⼠/納税者どちらも変わらず1つだけです。
提出⽅法 詳細

eLTAXの
ホームページから送信
（即時通知）

 eLTAXのホームページから⼿続きを⾏います。
http://www.eltax.jp/

 eLTAX推奨ブラウザは、「Microsoft Edge」「Google Chrome」で
す。その他のブラウザ（例︓Firefox）は推奨していませんのでご注意
下さい。

 ⼿続きしたPC画⾯上で、「利⽤者ID」が確認できます。発⾏画⾯を必
ず印刷して下さい。画⾯を閉じてしまうと再表⽰できません。

税理⼠

顧問先

3-2-1.利用者IDの取得(1/10)
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3-2-1.利用者IDの取得(2/10)

• 以下の⼿順で⾏います。

1. 検索サイトでeLTAXホームページを検索

2. 開始届出の新規登録画⾯に必要事項を⼊⼒

3. ⼊⼒内容の確認

4. 送信

使⽤するプログラム

推奨ブラウザ
 Microsoft Edge
 Google Chrome

5. 利⽤者ID通知︓画⾯印刷を⾏い終了 PDF閲覧ソフト
 Acrobat Reader DC
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3-2-1.利用者IDの取得(3/10)

• eLTAXホームページを表⽰して下さい。（検索サイトでeLTAXで検索する）

①【Pcdesk（WEB版）】を
クリックして下さい。

⇒「利⽤届出」のページが
表⽰されます。
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3-2-1.利用者IDの取得(4/10)

⑤スクロールして下さい。

69

Webページからのメッセージ「事前準備
セットアップが未完了です。」が表⽰され
た場合、【事前準備へ】ボタンを押して
【署名⽤プラグイン】をインストールして
下さい。
（※このインストールは初回1回だけ必
要です）



3-2-1.利用者IDの取得(5/10)

⑥【利⽤届出（新規）】をクリックして下さい。
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⑦利⽤規約では【同意する】ボタンを
クリックして下さい。



3-2-1.利用者IDの取得(6/10)
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⑧【納税者】のIDを取得する
際はこちらから選択して下さ
い。

【税理⼠】のIDを取得する際は
こちらから選択して下さい。



3-2-1.利用者IDの取得(7/10)
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⑨提出先の「地域」を
選択して下さい。

⑩【≫】をクリックして
下さい。

⑪「都道府県」を選択して
下さい。

⑫【≫】をクリックして
下さい。

⑬「地⽅公共団体」を選択して最後に
【次へ】をクリックして下さい。



3-2-1.利用者IDの取得(8/10)
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⑭必要項⽬を⼊⼒して【次へ】をクリッ
クして下さい。引き続き、必要項⽬
を⼊⼒して下さい。



電⼦署名付与の選択

税理⼠が納税者のIDを
取得する場合、納税者
本⼈の電⼦証明書は所
持していないため、【電⼦
署名を省略して送信】を
選択します。

※誤って税理⼠本⼈の
電⼦署名を付けないよう
にご注意下さい。

3-2-1.利用者IDの取得(9/10)
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⑮税理⼠本⼈のID取得時に
選択して下さい。

納税者のID取得時に選択し
て下さい。



【送信】をクリックすると「利⽤者ID」が表⽰されます。利⽤者ID
は「送信結果」画⾯以外では確認できません。
必ず、印刷して下さい。

3-2-1.利用者IDの取得(10/10)
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⇒以上で利⽤者IDの取得は終了です。P47、48を参考に取得した利⽤者IDを達⼈に登録して下さい。



3-2-2.その他の注意事項

• 利⽤者IDは、基本的には1つしか持つことができません。提出先が複
数ある場合は、取得した1つのIDに対して提出先と税⽬の追加を
⾏って利⽤します。追加操作については申告編をご確認下さい。

• 電⼦証明書には有効期限があります。有効期限が切れる前に新し
い電⼦証明書を取得し、電⼦証明書の登録を⾏って下さい。
 税理⼠⽤電⼦証明書（第五世代）︓2026年12⽉31⽇
 マイナンバーカード︓発⾏から5回⽬の誕⽣⽇
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